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○ 港湾関連データ連携基盤の利用開始にあたっては、利便性のみならず、安全性・信頼性を確保するため、
運用ルールの明確化が必要となる。

○ 他方、多様な関係者の利用が想定される中、各利用者と運用ルールを個別に調整することも非効率である。
○ このため、想定される関係者との調整のもと、利用範囲や責任の所在等について予め明示しておくことを目

的に、データ作成者、データ利用者及び基盤の運営者の間で包括的に適用される「規約」を整備することと
する。

運用に向けた規約の検討について
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「港湾関連データ連携基盤利用規約」
（データ共用型契約）

いずれも、データ提供者にも
データ利用者にもなりうる「会員」

（共有データの匿名化のための）
集約・加工機能及び
データ提供サ－ビス

運営者含め、総称して「参加者」

・統計データ等の利活用
・データを活用した高度なソリュー
ションサービスへの利活用



規約検討の主要論点と考え方
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規約における主要論点及びその考え方

○　民間事業者間の貿易手続データを取り扱う港湾関連データ連携基盤の特性に鑑み、規約を検討する際の
主要論点及びその考え方を以下のとおり整理した。

○　本整理事項を踏まえ、今後、規約の具体化を進めていく。

（１）営業秘密情報、個人情報を含むデータの取扱い

データ作成者が利用権限を設定した範囲内でのみ、データ利用者によるデータの利用が可能である旨を
明記

データに個人情報が含まれている場合でも、上記と同様の範囲で利用される旨を明記

以下（３）の場合を除き、当該データについては基盤運営者もアクセスできない旨を明記

（２）データ利用者のデータ管理責任

データを適切に管理・保管することとし、データ利用者が自らの責任のもと委託を行った事業者を
除き、第三者に開示してはならない旨を明記

（３）基盤運営者の責任及びデータ活用等

港湾関連データ連携基盤において、必要なセキュリティの確保とデータの適切な管理を実施したうえで、
データの正確性、最新性、安全性については、基盤運営者として保証するものではないこと（注：基盤運営
者であっても個別のデータの内容に対して閲覧・干渉等ができないため）を明記

個人情報については、関係法令に基づき、適切に管理する旨を明記

基盤運営者等は、基幹統計や一般統計の作成等に資するため、港湾関連データ連携基盤のデータを
集計・加工し、匿名化された統計データとして出力することが可能である旨を明記

※基盤運営者等：基盤運営者及び国土交通省港湾局



規約の検討・調整に関するスケジュール
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○　２０２０年末の基盤構築、２０２１年度からのシステム稼働に向け、関係者とも調整しながら、以下の通り、
規約の検討・調整を進めていく。

2020　
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2021
1月 2月 3月

WG開催 基盤構築 システム稼働

利用申請方法に係る
各業界団体との調整

利用申請方法の詳細検討・
規約への反映等

構築 連携・受入テスト

規約内容の精査等
規約内容の調整
規約（案）を作成

テストを踏まえた調整
規約（初版）を作成



 利用促進期間、運営組織による運用期間の運営方針
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2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

現時点

運営組織
による運用体制
の確立

利用促進

利用料を徴収予定

機能改善

連携
・受入

テスト
構築

○ 2020年12月までに港湾関連データ連携基盤を構築した後、連携･受入テストを行い、2021年度頃から利用促
進及び機能改善を実施する。この際、利用料は、原則徴収しないことを想定している。

○ 運営組織による運用体制の確立以降、利用料の徴収を想定している。 

利用料は、原則、徴収しない

機能改善

利用者数

テスト期間 2021年度 2022年度 2023年度

黎明期
加速期

安定期

国土交通省港湾局による運営

反映 反映

システム稼働


